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命     令     書 
 

 

       申 立 人 Ｇ組合 

             代表者 執行委員長 Ａ 

 

       被申立人 Ｈ会社 

             代表者 代表取締役 Ｂ 

 

上記当事者間の令和５年(不)第71号事件について、当委員会は、令和６年８月21日の公

益委員会議において、会長公益委員小林正啓、公益委員横山耕平、同大江博子、同尾川雅

清、同酒井貴子、同土谷喜輝、同鶴田滋、同船木昭夫、同宮崎陽子及び同本西泰三が合議

を行った結果、次のとおり命令する。 

 

主         文 

被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに交付しなければならない。 

記 

年 月 日 

Ｇ組合 

執行委員長 Ａ 様 

Ｈ会社 

代表取締役 Ｂ 

 

当社が、令和５年４月６日に貴組合員Ｃ氏に対し、同月11日に同Ｄ氏に対し、貴組

合からの脱退を勧奨したことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第７条第３

号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返

さないようにいたします。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求する救済内容の要旨 

１ 組合員への組合脱退勧奨の禁止 

２ 誓約文の掲示及び手交 
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第２ 事案の概要 

本件は、被申立人の代表取締役から指示を受けた取締役が、組合員２名に対して、申

立人からの脱退勧奨を行ったことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件であ

る。 

第３ 争   点 

会社は、令和５年４月６日及び同月11日に、組合員２名に対し、組合からの脱退を勧

奨することによって、組合に対して支配介入したといえるか。 

第４ 認定した事実 

証拠及び審査の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

１ 当事者等 

（１）被申立人Ｈ会社（以下「会社」という。）は、肩書地に本社を、大阪府堺市、茨

木市及び兵庫県内に営業所を置き、生コンクリート（以下「生コン」という。）の

輸送やセメントの輸送等を営む株式会社であり、その従業員数は本件審問終結時約

30名である。 

（２）申立人Ｇ組合（以下「組合」という。）は、肩書地に事務所を置き、主に近畿２

府４県のセメント・生コン産業、トラック輸送業、その他の一般業種で働く労働者

で組織される労働組合で、その組合員数は本件審問終結時約500名である。 

（３）Ｊ（以下「申立外会社」という。）は、生コンの製造・販売等を営む株式会社で

ある。申立外会社が製造した生コンは、会社の従業員がミキサー車で輸送するとい

う関係にある。 

（４）Ｋ（以下「Ｋ」という。）は、大阪府又は兵庫県で生コンを製造する企業が組合

員として加入し、生コンの共同販売等の共同事業を行う、中小企業等協同組合法に

基づき設立された事業協同組合である。 

なお、申立外会社はＫの組合員であるが、会社はＫに加入していない。 

２ 本件申立てに至る経緯について 

（１）平成30年７月24日、組合は、当委員会に対し、会社が、①日々雇用される従業員

のうち、組合所属の６名と他の労働組合に所属する者とで、就労日数に差を設けた

こと、②①の事項を協議事項とする団体交渉（以下「団交」という。）申入れに応

じなかったことが、不当労働行為に当たるとして、不当労働行為救済申立て（平成

30年(不)第49号事件。以下「30-49事件」という。）を行った。 

（２）令和２年２月27日、当委員会は、組合及び会社に対し、30-49事件の命令書を交付

した。同命令は、会社に、①組合員を別組合の組合員と同程度の頻度で就労させる

こと、②団体交渉応諾等を命じる全部救済命令であった。同命令について、会社は、

中央労働委員会に再審査申立てを行い、令和５年(不)第71号事件の不当労働行為救
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済申立て（以下「本件申立て」という。）の時点で中央労働委員会での審査は係属

中であった。なお、当該再審査申立てについては、同６年４月18日に初審命令を一

部変更する命令が発出されている。 

（３）令和３年２月４日、組合は、当委員会に対し、組合が、30-49事件の命令に基づき

団交を申し入れたところ、会社が書面でこれを拒否したこと等が不当労働行為に当

たるとして、不当労働行為救済申立て（令和３年(不)第５号事件。以下「3-5事件」

といい、30-49事件と併せて「先行事件」という。）を行った。 

（４）令和４年３月28日、当委員会は、組合及び会社に対し、3-5事件の命令書を交付し

た。同命令は、会社に、誓約文の交付を命じる全部救済命令であった。同命令につ

いて、会社は、中央労働委員会に再審査申立てを行い、本件申立ての時点で、中央

労働委員会での審査は係属中であった。なお、当該再審査申立てについては、同６

年４月18日に初審命令維持の命令が発出されている。 

（５）令和５年４月５日付けで、Ｋは、申立外会社に対し、「勧告書の交付について」

と題する書面（以下「Ｋ勧告依頼書」という。）を交付した。 

Ｋ勧告依頼書の記載内容は、次のとおりであった。 

「             勧告書の交付について              

貴社従業員が加入している組織は各地区で当該組織の構成員が多数逮捕・起訴

され、前委員長、現委員長その他組合員に有罪判決が出されていることは周知の

事実であります。 

 また、当該従業員が加入する組織が労働運動と称し、当組合、顧客並びに関係

先に多大な迷惑を掛けてきたことも自明の事であります。 

 令和５年４月４日、当組合にてコンプライアンス委員会が開催され、当該従業

員が加入している組織は法令や社会的ルールを守ることができない組織である

と再認識されたことを受け、当該組織に属する人物を雇用し続けることは貴社と

協同組合で締結済みの契約『反社会的組織の排除』に違反する状況であるとの答

申が出されました。 

 よって、当該従業員に対し、加入している組織から速やかに脱退することを勧

告するよう依頼します。 

以上」 

なお、当時の会社の代表取締役Ｅ（以下「Ｅ社長」という。）は、申立外会社の

代表取締役も務めていた。 

（６）令和５年４月５日又は６日、Ｅ社長は、会社の取締役であるＦ（以下「Ｆ取締役」

という。）に対し、組合に加入している会社の従業員に、速やかに組合から脱退す

ることを勧告するよう指示した。 
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（７）令和５年４月６日、Ｆ取締役は、組合員であるＣ（以下「Ｃ組合員」という。）

に対し、組合からの脱退を勧奨（以下「4.6脱退勧奨」という。）した。 

Ｃ組合員は、Ｆ取締役に対し、会社は私を辞めさせたいのか、と述べたところ、

Ｆ取締役は、会社はそういうことはしたくはない旨、考えてほしい旨、会社に残っ

てほしい旨述べた。 

（８）令和５年４月11日、Ｆ取締役は、組合員であるＤ（以下「Ｄ組合員」といい、Ｃ

組合員とＤ組合員を併せて「Ｃ組合員ら２名」という。）に対し、組合からの脱退

を勧奨（以下、4.6脱退勧奨と併せて「本件脱退勧奨」という。）した。 

Ｆ取締役は、Ｄ組合員に対し、組合脱退について今週中に返事が欲しい旨述べた。 

（９）令和５年４月12日付けで、組合は、会社に対し、通知書（以下「4.12組合通知書」

という。）を提出した。 

4.12組合通知書には、①本件脱退勧奨は、憲法28条で保障された団結権の侵害で

あり、労働組合法第７条に抵触する不当労働行為であって、到底許されるものでな

い旨、②会社はこれまでに二度も不当労働行為救済命令を受けているにもかかわら

ず、命令を履行していない旨、③従前からの不当労働行為について何らの反省もせ

ずに、今般、さらに不当労働行為を繰り返している旨、④本件脱退勧奨に抗議する

とともに、撤回と謝罪文の提出を要求する旨、⑤本件について団交を申し入れるの

で、１週間以内の開催を求める旨、の記載があった。 

また、同日、組合と会社の間で次のようなやり取りがあった。 

ア 組合が、本件脱退勧奨は明らかに不当労働行為である旨述べたところ、会社は、

ＫからＫ勧告依頼書が出てきている旨、会社としても存続の危機に立っている旨、

Ｋに切られるかは分からないがそのように判断している旨述べた。 

これに対し、組合は、存続の危機にあろうがそれを団交で言ったらいい旨、よ

く考えてしないと今まで不当労働行為命令が出ている中ずっと負けが続き、こん

な理不尽なやりかたをしていたら大変なことになる旨、Ｃ組合員ら２名に言う前

に、団交でちゃんと話をしてもらわないといけない旨述べた。 

イ 組合は、労働委員会で命令が出ても履行してくれない上に、新たに不当労働行

為をするというのは組合としても認められない旨、早急に団交を開催してほしい

旨述べたのに対し、会社は、返事はする旨答えた。 

（10）令和５年４月18日付けで、Ｋは、申立外会社に対し、撤回書（以下「4.18Ｋ撤回

書」という。）を交付した。 

4.18Ｋ撤回書には、Ｋ勧告依頼書について撤回する旨の記載があった。 

（11）令和５年４月26日付けで、会社は、組合及びＣ組合員ら２名をあて名とした「撤

回及び謝罪」と題する書面（以下「4.26撤回等書面」という。）をＣ組合員に手交
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した。 

4.26撤回等書面の記載内容は、次のとおりであった。 

「               撤回及び謝罪                

当社のＦから令和５年４月６日にＣ氏に、同月11日にＤ氏に対してそれぞれ申

し入れした勧告は、同月21日に両氏に（Ｃ氏に対してはＦから、Ｄ氏に対しては

Ｅから）それぞれ口頭で撤回したとおりです。 

これら一連の行為によりご迷惑をお掛けしたことについてここに謝罪いたし

ます。                                」 

また、同日付けで、会社は、組合に対し、「ご連絡」と題する書面（以下「4.26

会社連絡書面」という。）を4.26撤回等書面とともに提出した。 

4.26会社連絡書面には、組合からの団交申入れに対し、①４月末日までの開催申

入れに対し、繁忙期で業務多忙のため４月中に開催できる状況にない旨、②開催日

程として令和５年５月10日、同月11日、同月18日のいずれかを提案する旨等の記載

があった。 

（12）令和５年４月29日付けで、組合は、会社に対し、抗議申入書を提出した。 

同書面には、4.26撤回等書面及び4.26会社連絡書面を受領したとの記載の後に、

①団交を開催しようとせず、4.26撤回等書面を送りつける会社に抗議する旨、②本

来は、早急に団交を設け、その中でこの4.26撤回等書面を手交しその説明を行うべ

きである旨、③団交開催は会社提案日程の中から同年５月11日に設定し、団交の中

で、本件脱退勧奨とＫ勧告依頼書について、どのように会社が方針転換を行ったの

か説明を求める旨、等の記載があった。 

（13）令和５年５月11日、組合と会社の間で団交（以下「5.11団交」という。）が開催

された。5.11団交では、次のようなやり取りがあった。 

ア 組合が、会社はＣ組合員ら２名に組合辞めろと言って、それを撤回して謝罪と

いう形で形式的にやっているが、何が起こってどうなっているのか意味がわから

ない旨述べたところ、会社は、Ｋから書面が送られてきたことによって、書面の

内容について深く考えずに対応してしまった旨、組合からも通知書が送られてき

たことや、そこまで深くわかりもせずにやってしまったことから、これはやっぱ

り不適切やったと思ったので、撤回させてもらうという流れである旨答えた。 

これに対し、組合は、４月12日に、これはあかんと申入れをしたが、その時は、 

Ｋに言われている以上、会社の存続含めて考えた結果がこれやと言った旨、それ

がなぜこんなに急に変わったのかという話である旨述べた。 

イ 次に、先行事件の命令にかかるやり取り等が行われた後、組合が、Ｋに撤回し

て謝罪出しとけと言われたのかと尋ねたところ、会社は、言われてない旨答えた。
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組合が、この問題はこれで終わりではない、なぜこうなったのか明確にわかるよ

うに説明してくれないとと述べ、今後一切不当労働行為はしないとか、一連の不

当労働行為について問題解決に向けてなんとかっていうふうに書くとこっちも

土俵に乗れるが、そういう文言が一つもなく、この問題はこの問題、今までの問

題は係争中ということになると、反省の色が一切ないと述べた。 

（14）令和５年６月15日、組合と会社の間で団交（以下「6.15団交」という。）が開催

された。6.15団交では、次のようなやり取りがあった。 

ア 組合の求めた4.26撤回等書面の作り直しについて、Ｅ社長は、「謝罪文は一応、

会社として謝罪文を２回出すことはちょっとできかねるので、この場を借りて、

不適切な行為をしたことは、口頭で謝罪させてもらいます。軽率な行為をしたこ

とは深く反省しております。二度と繰り返しません。」と述べた。これに対し、

組合は、その最後の文言が入ってないから、言っている旨述べたところ、Ｅ社長

は、文書では今まで会社でも出したことがない旨、口頭で理解して欲しい旨述べ

た。 

イ 組合は、理解できる状況ではなく、労働委員会で２つ命令が出ても、履行して

くれない旨、二度と繰り返さないという文言さえ入っていないのは謝罪にならな

い旨等述べた。 

（15）令和５年12月５日、組合は当委員会に対し、会社がＣ組合員ら２名に対して、組

合からの脱退勧奨を行ったこと、が不当労働行為に当たるとして、本件申立てを行

った。 

第５ 争点に係る当事者の主張 

争点（会社は、令和５年４月６日及び同月11日に、組合員２名に対し、組合からの脱

退を勧奨することによって、組合に対して支配介入したといえるか。）について 

１ 申立人の主張 

（１）不当労働行為に該当する行為について 

本件脱退勧奨は、会社の組合の運営に干渉し、組合を弱体化することであるから、

労働組合法第７条第３号に該当する支配介入として不当労働行為であることは明

らかである。 

（２）支配介入意思について 

本件脱退勧奨は、行為そのものに反組合的な性質が含まれているので、会社の支

配介入意思について特に検討を要しない。しかも、本件脱退勧奨は、Ｋ勧告依頼書

に基づき、会社内で検討のうえ行われ、そして、4.18Ｋ撤回書に基づき本件脱退勧

奨を撤回したことは明らかである。 

（３）救済の必要性について 
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ア 会社は典型的な支配介入行為である本件脱退勧奨を争っていること、令和５年

４月12日、組合が会社に対し本件脱退勧奨に抗議したところ、会社は、本件脱退

勧奨を撤回することもなければ、謝罪することもなかったこと、4.12組合通知書

において、同書面到達後１週間以内の団交を求めていたのにもかかわらず、同年

５月11日まで団交を開催しなかったこと、5.11団交において、組合は、このよう

な会社の行為が繰り返されることを懸念しており、4.26撤回等書面だけでは足り

ないというスタンスであり、これを受けた謝罪であること、救済命令を履行して

いないことからすると、Ｅ社長が本件脱退勧奨について謝罪したことは形式的な

ものにすぎず、再発のおそれは高い。 

なお、会社は先行事件の救済命令を履行しない理由として、再審査申立てをし

ていることを理由として挙げているが、再審査申立ては救済命令の効力を停止し

ない（労働組合法第27条の15第１項ただし書）ので、会社の主張は未だに労働組

合法を理解していないとしか言わざるを得ない。 

イ また、不当労働行為の解消措置が不十分であると認められる場合や、将来同種

の行為が繰り返されるおそれがあるなどの理由によりなお救済の必要性がある

と判断される場合には、救済利益は失われず、救済命令は発せられると解される。 

会社は、4.18Ｋ撤回書を受け、4.26撤回等書面を組合に交付したものの、今後

同様の行為を行わない旨の誓約文言が記載されていなかったことから、組合は、

5.11団交においてその旨指摘し、今後不当労働行為を行わない旨の誓約文言を記

載した謝罪文でなければ、反省にはならない旨を指摘した。にもかかわらず、6.15

団交において、Ｅ社長は「会社として反省文を２回出すことはちょっとできかね

る」として、文書にて不当労働行為を行わない旨の誓約をすることを頑なに拒否

したので、不当労働行為の解消措置が極めて不十分である。 

ウ 会社が、Ｋ勧告依頼書に対して何らの抵抗も示すことなく、その翌日には 

Ｃ組合員に対する4.6脱退勧奨を行っていることからすると、会社には、不当労働

行為をしてはいけないとの規範意識がなく、Ｋの指示であれば、たとえ違法なも

のであっても安易に従う組合軽視の姿勢がみてとれる。また、会社が本件脱退勧

奨を撤回するに至った理由も、単に4.18Ｋ撤回書に追随したにすぎず、反省によ

るものではない。会社が、本件脱退勧奨は労働組合法第７条第３号に該当する不

当労働行為であることをいまだに争っていることも、自らの行為（本件脱退勧奨）

が違法なものであったとの自覚が皆無であることの証左である。 

（４）よって、会社が、一応、本件脱退勧奨を撤回・謝罪したことを斟酌してもなお、

不当労働行為の解消措置が不十分であり、会社は、将来同種の行為を繰り返すおそ

れが多分にあるといえるから、組合の救済利益は失われていないといえる。また、
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文書の手交のみならず掲示を義務付けるポスト・ノーティス命令の発出により、会

社の行為が不当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させるとともに、組

合脱退勧奨を禁止する不作為命令を発して、同種行為の再発を抑制する必要性が高

いといえる。 

２ 被申立人の主張 

（１）不当労働行為に該当する行為について 

会社がＣ組合員ら２名に対し本件脱退勧奨を行ったことについての客観的事実

には争いがない。 

（２）支配介入意思について 

組合は、平成29年12月11日から15日にかけてゼネストと称して大規模な業務妨害

行為を含む違法な組合活動を実施した。かかるゼネストに参加した組合員が逮捕・

起訴され、威力業務妨害罪で有罪判決を受けることとなった。 

組合が上記ゼネストを実施した背景である組合とＫとの間の対立関係は依然と

して解消されておらず、本件脱退勧奨がなされた当時においても組合が上記ゼネス

トと同様の大規模な業務妨害行為を再び実施するおそれがあり、その場合には 

Ｃ組合員ら２名も動員され刑事事件に巻きこまれることが懸念された。 

会社が本件脱退勧奨を行ったのは、Ｃ組合員ら２名をこのような刑事事件に巻き

こまれる等の危険から遠ざけることを主な動機とするものであって、組合の活動に

対する妨害や弱体化を図ろうとする支配介入意思は全くない。 

（３）救済の必要性について 

ア 会社は、組合から令和５年４月12日に本件脱退勧奨につき抗議を受けた後、同

月21日に、Ｆ取締役からＣ組合員に、Ｅ社長からＤ組合員に対してそれぞれ本件

脱退勧奨を口頭で撤回し、また、会社は、同月26日及び28日にＣ組合員ら２名に

4.26撤回等書面を交付している。 

さらに6.15団交の席上では、Ｅ社長が、「この場を借りて、不適切な行為をし

たことは、口頭で謝罪させてもらいます。軽率な行為をしたことは深く反省して

おります。二度と繰り返しません。」と口頭で謝罪等を行っている。 

このように、会社が組合からの抗議を受けて誠実に対応し反省していることか

らすれば脱退勧奨の再発の恐れはないというべきである。 

イ また、本件脱退勧奨の契機となったのはＫ勧告依頼書であったが、Ｋも4.18Ｋ

撤回書により、すでに同勧告を撤回していることからも、組合員に対する脱退勧

奨は再発の可能性がないことが明らかである。 

ウ なお、組合は、会社が救済命令を履行していないことを本件脱退勧奨の再発の

恐れの根拠として挙げるが、会社は、先行事件について、いずれもこれを不服と
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して中央労働委員会に対し再審査申立てを行っており、同再審査申立て事件は両

事件とも現在も係属中であるから、会社が初審命令を履行していないことは、本

件脱退勧奨の再発の可能性とは関係がないというべきである。 

エ よって、仮に、本件脱退勧奨が不当労働行為に該当する可能性があるとしても、

それによる不利益は回復されており、会社において同様の行為の再発の可能性が

ないことから本件申立てには救済の必要性がない。 

（４）以上のとおり、本件脱退勧奨については会社に不当労働行為意思がなく、組合に

対する不当労働行為に該当しないこと、及び組合には救済の必要性がないことから

本件申立ては棄却されるべきである。 

第６ 争点に対する判断 

１ 会社は、令和５年４月６日及び同月11日に、組合員２名に対し、組合からの脱退を

勧奨することによって、組合に対して支配介入したといえるかについて、以下判断す

る。 

（１）前記第４．２(７)、(８)認定によると、Ｆ取締役は、Ｃ組合員ら２名に対し、そ

れぞれ組合からの脱退を勧奨したことが認められ、本件脱退勧奨が行われたことに

ついて、当事者間に争いはない。 

（２）会社は、本件脱退勧奨は、Ｃ組合員ら２名を、刑事事件に巻きこまれる等の危険

から遠ざけるためであり、組合活動の妨害や弱体化を図ろうとする支配介入意思は

ない旨主張する。 

しかしながら、使用者による組合員に対する脱退勧奨は、それ自体が組合の弱体

化に繋がり、組合活動への妨害的な性質を持つ行為であるとして、支配介入に当た

るとされているのであるから、会社主張は採用できない。 

２ 次に、会社は、〔Ⅰ〕既に謝罪していること、〔Ⅱ〕Ｋ勧告依頼書が既に撤回され

たことをもって、再発の可能性もないことから、仮に不当労働行為に当たるとしても

救済の必要性はない旨主張するが、以下のとおり、いずれもその根拠とはならず、救

済の利益は失われていない。 

（１）〔Ⅰ〕について 

前記第４．２(11)、(14)認定によると、①会社は、組合及びＣ組合員ら２名をあ

て名とした4.26撤回等書面を組合に提出し、同書面には謝罪する旨の記載があった

こと、②6.15団交においてＥ社長が、不適切な行為をしたことを謝罪する旨、二度

と繰り返さない旨述べたことが認められる。 

しかしながら、4.26撤回等書面には、今後同様の行為を二度と行わない旨を誓約

する文言の記載がないこと、6.15団交において、二度と行わない旨誓約する文言を

記載した書面の提出を会社は拒んでいるといえることなどからすれば、再び同様の
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行為が行われるかもしれないという組合の懸念は払拭できないというべきであり、

将来に向けて正常な労使関係を実現していくためには、4.26撤回等書面及び6.15団

交における会社の謝罪では不十分といわざるを得ない。 

（２）〔Ⅱ〕について 

前記第４．２(10)認定によると、Ｋは、申立外会社に対し、4.18Ｋ撤回書を交付

し、Ｋ勧告依頼書を撤回していることが認められる。しかしながら、救済の必要性

の判断に当たっては、不当労働行為によって生じた組合会社間の労使関係上の問題

点が是正又は解消されているか否かが重要であり、ＫがＫ勧告依頼書を撤回したと

いう事実は、この点の判断に直接関係するものではない。 

（３）なお、会社は、先行事件について、中央労働委員会で係属中であるから初審命令

を履行していない旨主張するが、係属中であったとしても、初審命令の履行義務が

免ぜられるといえないことはもちろん、このような状況下で行われた本件脱退勧奨

について、組合が会社に対し不信感を抱き、再発の可能性を懸念することは理解で

きるところである。 

３ 以上のとおりであるから、会社が、令和５年４月６日及び同月11日に、Ｃ組合員ら

２名に対し、組合からの脱退を勧奨したことは、組合に対する支配介入に当たり、労

働組合法第７条第３号に該当する不当労働行為であり、かつ救済利益もあると考える。 

４ 救済方法 

組合は、組合員への組合脱退勧奨の禁止及び誓約文の掲示をも求めるが、主文の救

済で足りると考える。 

 

 以上の事実認定及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法第27条の12及び労働委員会

規則第43条により、主文のとおり命令する。 

 

  令和６年９月９日 

                     大阪府労働委員会 

                        会長 小 林 正 啓 


